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第 １ 号 平成２４年度徳島県一般会計補正予算（第３号）

平成２４年度徳島県一般会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，５９７，１１８千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７０，６２１，９７４千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は，「第２表地方債補正」による。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 １，０６２，２６９ ５７，２１９ １，１１９，４８８

１ 分 担 金 ３０２，５０８ ４，４０９ ３０６，９１７

２ 負 担 金 ７５９，７６１ ５２，８１０ ８１２，５７１

９ 国 庫 支 出 金 ５２，７０４，６４４ １，２２７，２９０ ５３，９３１，９３４

１ 国 庫 負 担 金 ２８，４７１，５３８ ６７，６７９ ２８，５３９，２１７

２ 国 庫 補 助 金 ２３，２０７，８８７ １，１４１，７９６ ２４，３４９，６８３

千円 千円 千円
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３ 委 託 金 １，０２５，２１９ １７，８１５ １，０４３，０３４

１２ 繰 入 金 ８５，２１４，０１７ ７７７，３９０ ８５，９９１，４０７

２ 基 金 繰 入 金 ２８，２２９，９５３ ７７７，３９０ ２９，００７，３４３

１３ 繰 越 金 １，２０４，０００ ４，９６５，７６９ ６，１６９，７６９

１ 繰 越 金 １，２０４，０００ ４，９６５，７６９ ６，１６９，７６９

１４ 諸 収 入 １４，３３９，４４１ ３０，４５０ １４，３６９，８９１

８ 雑 入 ２，５２５，７６５ ３０，４５０ ２，５５６，２１５

１５ 県 債 ６５，７３２，０００ ３，５３９，０００ ６９，２７１，０００

１ 県 債 ６５，７３２，０００ ３，５３９，０００ ６９，２７１，０００

歳 入 合 計 ４６０，０２４，８５６ １０，５９７，１１８ ４７０，６２１，９７４

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２ 総 務 費 ２２，８９１，５２３ ４，７７０，７１１ ２７，６６２，２３４

１ 総 務 管 理 費 １１，９５５，２７９ ４，７０６，００７ １６，６６１，２８６

６ 防 災 費 １，３５９，４７４ ５７，３０２ １，４１６，７７６

７ 統 計 調 査 費 ３１６，７１５ ７，４０２ ３２４，１１７
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３ 民 生 費 ５７，１８１，１８０ ６０３，６８８ ５７，７８４，８６８

１ 社 会 福 祉 費 ４２，１００，３１７ ３６４，１６１ ４２，４６４，４７８

２ 児 童 福 祉 費 ９，２１７，３７５ １９８，２７１ ９，４１５，６４６

３ 生 活 保 護 費 ５，８６３，４８８ ４１，２５６ ５，９０４，７４４

４ 衛 生 費 ２２，７１１，９３２ ３１６，９９３ ２３，０２８，９２５

１ 公 衆 衛 生 費 ６，００８，６８４ ７８，６９６ ６，０８７，３８０

２ 環 境 衛 生 費 ３，５７９，５７７ １７，２４９ ３，５９６，８２６

４ 医 薬 費 ４，７８７，２０５ ２２１，０４８ ５，００８，２５３

５ 労 働 費 ６，１９５，９９１ ５７０，０００ ６，７６５，９９１

１ 労 政 費 ４，８３５，３０９ ５７０，０００ ５，４０５，３０９

６ 農 林 水 産 業 費 ３０，０３４，０３７ １，２０６，３７３ ３１，２４０，４１０

１ 農 業 費 ５，８０６，２２４ １０２，８８２ ５，９０９，１０６

２ 園 芸 蚕 業 費 ６２５，２５６ ２，０００ ６２７，２５６

３ 畜 産 業 費 ８７０，９２０ ７，７３２ ８７８，６５２

４ 農 地 費 ８，１４９，６７８ ６６２，４７８ ８，８１２，１５６

５ 林 業 費 １２，７２１，３７５ １８８，０６０ １２，９０９，４３５

６ 水 産 業 費 １，８６０，５８４ ２４３，２２１ ２，１０３，８０５
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７ 商 工 費 ５８，７６１，２３３ １０，０００ ５８，７７１，２３３

２ 工 鉱 業 費 ３，８５４，５１７ １０，０００ ３，８６４，５１７

８ 土 木 費 ３９，１７３，７９６ ２，８０２，６４３ ４１，９７６，４３９

２ 道 路 橋 り ょ う 費 １７，４５３，１４２ ４６９，０００ １７，９２２，１４２

３ 河 川 海 岸 費 ９，６３２，４６６ １，１２４，３９７ １０，７５６，８６３

４ 港 湾 費 ２，９４５，００７ ２７６，１７６ ３，２２１，１８３

５ 都 市 計 画 費 ３，７１９，１０５ ９３３，０７０ ４，６５２，１７５

９ 警 察 費 ２０，７５９，３２５ １０，１３３ ２０，７６９，４５８

１ 警 察 管 理 費 １８，８６２，４４３ １，６３３ １８，８６４，０７６

２ 警 察 活 動 費 １，８９６，８８２ ８，５００ １，９０５，３８２

１０ 教 育 費 ８４，７１０，３２７ ３０６，５７７ ８５，０１６，９０４

１ 教 育 総 務 費 １２，８６０，５２５ ３０，６０５ １２，８９１，１３０

４ 高 等 学 校 費 １８，１９６，９６４ ２３０，６２１ １８，４２７，５８５

６ 社 会 教 育 費 １，９１７，３１９ ３６，４３４ １，９５３，７５３

７ 保 健 体 育 費 ８７４，８０４ ８，９１７ ８８３，７２１

歳 出 合 計 ４６０，０２４，８５６ １０，５９７，１１８ ４７０，６２１，９７４
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第２表 地 方 債 補 正

１ 変 更

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

総 務 管 理 事 業 １，６０３，０００ ２，２８７，０００

農 地 事 業 １，０６７，０００ １，３５３，０００

林 業 治 山 事 業 ２，０６１，０００ ２，１５７，０００

水 産 事 業 ２８４，０００ ３５９，０００

道 路 橋 り ょ う 事 業 ５，５７８，０００ ５，６５６，０００

河 川 海 岸 事 業 ３，９３９，０００ ４，９４５，０００

港 湾 事 業 ７８７，０００ １，０３１，０００

都 市 計 画 事 業 ７８３，０００ １，６２６，０００

高 等 学 校 整 備 事 業 １，１４２，０００ １，３６９，０００

計 ６５，７３２，０００ ６９，２７１，０００

千円 千円
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第 ２ 号 平成２４年度徳島県電気事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県電気事業会計の補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２４年度徳島県電気事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

�２ 建設改良工事 和田島太陽光発電所建設事業 ２２６，８００千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額２，７５１，９７４千円」を「不足する額２，９７８，７７４千円」に，「過年度分損益勘定留保資金１，８５５，１３８千円」を「過年度分

損益勘定留保資金２，０８１，９３８千円」に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ３，０３８，９２９千円 ２２６，８００千円 ３，２６５，７２９千円

第１項 建 設 改 良 費 ２，５２３，９９０千円 ２２６，８００千円 ２，７５０，７９０千円

第４条 予算に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第８条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

和田島太陽光発電所建設事業工事請負契約 平 成 ２５ 年 度 ５２９，２００千円

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第 ３ 号 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（補正前） （補正後）

�４ 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 ５５２，１９０千円 ６０７，１９０千円

阿南工業用水道改良工事 １５３，９７０千円 １６３，９７０千円

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額８１２，３５３千円」を「不足する額８７７，３５３千円」に，「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２，１８２千円

及び過年度分損益勘定留保資金７８０，１７１千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５，２７７千円及び過年度分損益勘定留保資金８４２，０７６千円」

に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ９５６，１８３千円 ６５，０００千円 １，０２１，１８３千円

第１項 建 設 改 良 費 ７０６，１６０千円 ６５，０００千円 ７７１，１６０千円

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第３号 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計補正予算（第１号） ９

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



第 ４ 号 平成２４年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県駐車場事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 平成２４年度徳島県駐車場事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 事 業 収 益 ８３，７２４千円 １１，６３１千円 ９５，３５５千円

第１項 営 業 収 益 ８３，０３３千円 △３，０００千円 ８０，０３３千円

第３項 特 別 利 益 １４，６３１千円 １４，６３１千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ７８，５５２千円 ７，０００千円 ８５，５５２千円

第１項 営 業 費 用 ７６，５４１千円 ７，０００千円 ８３，５４１千円

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
第４号 平成２４年度徳島県駐車場事業会計補正予算（第１号） １１

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



徳 島 県 防 災 会 議 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 防 災 会 議 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 委 員 並 び に 」 を 「 委 員 、 」 に 、 「 委 員 は 、 三 十 五 人 」 を 「 委 員 並 び に 自 主 防 災 組 織 を 構 成 す る 者 又 は 学 識 経 験 の あ る 者 の う ち か ら 任 命 さ れ る

委 員 は 、 四 十 人 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 市 町 村 の 」 を 削 り 、 「 委 員 並 び に 」 を 「 委 員 、 」 に 改 め 、 「 職 員 の う ち か ら 任 命 さ れ る 」 の 下 に 「 委 員 並 び に 自 主 防 災

組 織 を 構 成 す る 者 又 は 学 識 経 験 の あ る 者 の う ち か ら 任 命 さ れ る 」 を 加 え る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 四 十 五 人 」 を 「 五 十 人 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

災 害 対 策 基 本 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 都 道 府 県 防 災 会 議 の 委 員 に 自 主 防 災 組 織 を 構 成 す る 者 等 が 新 た に 加 え ら れ た こ と に 鑑 み 、 徳 島 県 防 災 会 議 の 委 員 及 び 幹 事

を 増 員 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 号

徳 島 県 防 災 会 議 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 防 災 会 議 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 五 号 徳 島 県 防 災 会 議 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １３

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



徳 島 県 災 害 対 策 本 部 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 災 害 対 策 本 部 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 二 十 三 条 第 七 項 」 を 「 第 二 十 三 条 第 八 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

災 害 対 策 基 本 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 六 号

徳 島 県 災 害 対 策 本 部 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 災 害 対 策 本 部 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 六 号 徳 島 県 災 害 対 策 本 部 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １５

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



水 道 法 施 行 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 水 道 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 七 十 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 県 が 設 置 す る 専 用 水 道 の 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 ）

第 二 条 法 第 三 十 四 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 資 格 は 、 水 道 法 施 行 令 （ 昭 和 三 十 二 年 政 令 第 三 百 三 十 六 号 ） 第 六 条 に

定 め る 資 格 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 水 道 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 県 が 設 置 す る 専

用 水 道 の 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 に つ い て 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 七 号

水 道 法 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て

水 道 法 施 行 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 七 号 水 道 法 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て １７

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 八 十 八 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。

（ 指 定 猟 法 禁 止 区 域 の 標 識 の 寸 法 ）

第 二 条 法 第 十 五 条 第 十 四 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 猟 法 禁 止 区 域 の 標 識 の 寸 法 は 、 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成

十 四 年 環 境 省 令 第 二 十 八 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 様 式 第 四 に 規 定 す る 寸 法 と す る 。

（ 鳥 獣 保 護 区 の 標 識 の 寸 法 ）

第 三 条 法 第 二 十 八 条 第 九 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 第 十 四 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 鳥 獣 保 護 区 の 標 識 の 寸 法 は 、 省 令 様 式 第 八 に 規 定 す る 寸

法 と す る 。

（ 特 別 保 護 地 区 の 標 識 の 寸 法 ）

第 四 条 法 第 二 十 九 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 五 条 第 十 四 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 特 別 保 護 地 区 の 標 識 の 寸 法 は 、 省 令 様 式 第 九 に 規 定 す る

寸 法 と す る 。

（ 特 別 保 護 指 定 区 域 の 標 識 の 寸 法 ）

第 五 条 省 令 第 三 十 七 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 特 別 保 護 指 定 区 域 の 標 識 の 寸 法 は 、 省 令 様 式 第 十 に 規 定 す る 寸 法 と す る 。

（ 休 猟 区 の 標 識 の 寸 法 ）

第 八 号

鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て

鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 八 号 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て １９

平成24年9月議案



第 六 条 法 第 三 十 四 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 休 猟 区 の 標 識 の 寸 法 は 、 省 令 様 式 第 十 一 に 規 定 す る 寸 法 と す る 。

（ 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 の 標 識 の 寸 法 ）

第 七 条 法 第 三 十 五 条 第 十 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 四 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 の 標 識 の 寸 法 は 、 省 令 様 式 第 十 三 に 規 定

す る 寸 法 と す る 。

（ 特 定 猟 具 使 用 制 限 区 域 の 標 識 の 寸 法 ）

第 八 条 法 第 三 十 五 条 第 十 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 四 条 第 七 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 特 定 猟 具 使 用 制 限 区 域 の 標 識 の 寸 法 は 、 省 令 様 式 第 十 四 に 規 定

す る 寸 法 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正

さ れ た こ と 等 に 伴 い 、 知 事 が 設 置 す る 指 定 猟 法 禁 止 区 域 等 の 標 識 の 寸 法 に つ い て 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
２０

平成24年9月議案



社 会 福 祉 法 施 行 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 助 成 の 申 請 手 続 等 ）

第 二 条 法 第 五 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 社 会 福 祉 法 人 が 助 成 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 申 請 書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。
一 助 成 を 受 け る 事 業 の 計 画 書 及 び こ れ に 伴 う 収 支 予 算 書

二 別 に 国 又 は 地 方 公 共 団 体 か ら 助 成 を 受 け 、 又 は 受 け よ う と す る 場 合 に は 、 そ の 助 成 の 程 度 を 記 載 し た 書 類

三 財 産 目 録 及 び 貸 借 対 照 表

四 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類

２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 五 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 助 成 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

（ 軽 費 老 人 ホ ー ム 、 婦 人 保 護 施 設 及 び 授 産 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 三 条 法 第 六 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 軽 費 老 人 ホ ー ム （ 法 第 二 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 軽 費 老 人 ホ ー ム を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 設 備 及 び 運

営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 次 条 か ら 第 六 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 六 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 （ 軽 費 老 人 ホ ー ム に 係 る も の に 限 る 。 ）

で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 二 十 年 厚 生 労 働 省 令 第 百

七 号 ） 第 九 条 第 二 項 （ 同 令 第 三 十 九 条 、 附 則 第 十 条 及 び 附 則 第 十 七 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

第 九 号

社 会 福 祉 法 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て

社 会 福 祉 法 施 行 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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２ 法 第 六 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 婦 人 保 護 施 設 （ 法 第 二 条 第 二 項 第 六 号 に 規 定 す る 婦 人 保 護 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 設 備 及 び 運 営 に 関 す

る 基 準 に つ い て は 、 次 条 、 第 七 条 及 び 第 八 条 に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 六 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 （ 婦 人 保 護 施 設 に 係 る も の に 限 る 。 ） で 定 め

る 基 準 の 例 に よ る 。

３ 法 第 六 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 授 産 施 設 （ 法 第 二 条 第 二 項 第 七 号 に 規 定 す る 授 産 施 設 の う ち 、 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 ）

第 三 十 八 条 第 五 項 に 規 定 す る 授 産 施 設 以 外 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 次 条 に 定 め る も の の ほ か 、 救 護 施 設 、 更 生

施 設 、 授 産 施 設 及 び 宿 所 提 供 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 昭 和 四 十 一 年 厚 生 省 令 第 十 八 号 ） 第 一 章 及 び 第 四 章 に 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 非 常 災 害 対 策 に 係 る 基 準 ）

第 四 条 軽 費 老 人 ホ ー ム 、 婦 人 保 護 施 設 及 び 授 産 施 設 は 、 震 災 、 風 水 害 、 火 災 そ の 他 の 非 常 災 害 に 関 す る 避 難 等 の 具 体 的 計 画 を 立 て る 際 に は 、 そ れ ぞ れ の 施 設

の 立 地 環 境 を 考 慮 す る と と も に 、 当 該 計 画 の 概 要 を 職 員 及 び 入 所 者 又 は 利 用 者 の 見 や す い 場 所 に 分 か り や す く 掲 示 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ 婦 人 保 護 施 設 及 び 授 産 施 設 は 、 非 常 災 害 時 の 関 係 機 関 へ の 通 報 及 び 連 携 体 制 を 整 備 し 、 こ れ ら を 定 期 的 に 職 員 に 周 知 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 軽 費 老 人 ホ ー ム 及 び 婦 人 保 護 施 設 は 、 非 常 災 害 時 に お け る 施 設 の 運 営 に 必 要 と な る 三 日 分 の 非 常 用 の 食 糧 、 飲 料 水 等 を 備 蓄 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

４ 軽 費 老 人 ホ ー ム は 、 施 設 の 特 性 に 応 じ 、 相 互 に 連 携 し て 非 常 災 害 時 に お け る 被 災 者 の 支 援 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

く う

（ 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り に 係 る 基 準 ）

第 五 条 軽 費 老 人 ホ ー ム は 、 笑 顔 が 踊 る と く し ま 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 歯 と 口 腔 の 健 康 づ

く り （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 」 と い う 。 ） に 関 す る 職 員 の 知 識 及 び 理 解 を 深 め る と と も に 、 入 所 者 の 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り に 努 め な け

れ ば な ら な い 。

（ 地 域 と の 交 流 に 係 る 基 準 ）

第 六 条 軽 費 老 人 ホ ー ム は 、 施 設 の 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 内 で 、 地 域 と の 交 流 を 図 る た め に 当 該 施 設 の 一 部 を 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 人 権 へ の 配 慮 等 に 係 る 基 準 ）

第 七 条 婦 人 保 護 施 設 は 、 入 所 者 の 人 権 に 十 分 配 慮 す る と と も に 、 一 人 一 人 の 人 格 を 尊 重 し て 、 そ の 運 営 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 秘 密 保 持 等 に 係 る 基 準 ）

第 八 条 婦 人 保 護 施 設 の 職 員 は 、 正 当 な 理 由 が な く 、 そ の 業 務 上 知 り 得 た 入 所 者 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。

２ 婦 人 保 護 施 設 は 、 職 員 で あ っ た 者 が 、 正 当 な 理 由 が な く 、 そ の 業 務 上 知 り 得 た 入 所 者 又 は そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら す こ と が な い よ う 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け

れ ば な ら な い 。

附 則

初校
２２
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１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 整 備 し た 記 録 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

３ 次 に 掲 げ る 条 例 は 、 廃 止 す る 。

一 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 の 補 助 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 十 三 号 ）

二 社 会 福 祉 法 人 の 助 成 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 八 号 ）

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 社 会 福 祉 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 軽 費 老 人 ホ

ー ム 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て 条 例 で 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
２３
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児 童 福 祉 法 施 行 条 例 及 び 生 活 保 護 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 を 第 二 十 一 条 と し 、 第 一 条 の 次 に 次 の 十 九 条 を 加 え る 。

（ 基 準 該 当 通 所 支 援 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 二 条 法 第 二 十 一 条 の 五 の 四 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 基 準 該 当 通 所 支 援 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 七 条 及 び

第 十 条 に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 二 十 一 条 の 五 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 の 指 定 等 に 係 る 申 請 者 の 基 準 ）

第 三 条 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 第 二 項 第 一 号 （ 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 六 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 条 例 で 定 め る 者 に つ い て は 、 法 第 二 十 一

条 の 五 の 十 五 第 三 項 （ 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 六 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 通 所 支 援 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 四 条 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 八 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 基 準 及 び 同 条 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 指 定 通 所 支 援 の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第

七 条 か ら 第 十 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 八 第 三 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 の 指 定 等 に 係 る 申 請 者 の 基 準 ）

第 五 条 法 第 二 十 四 条 の 九 第 二 項 （ 法 第 二 十 四 条 の 十 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 第 二 項 第 一 号 の 条 例

で 定 め る 者 に つ い て は 、 法 第 二 十 四 条 の 九 第 二 項 （ 法 第 二 十 四 条 の 十 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 一 条 の 五 の 十 五 第

第 十 号

児 童 福 祉 法 施 行 条 例 及 び 生 活 保 護 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

児 童 福 祉 法 施 行 条 例 及 び 生 活 保 護 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 十 号 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 及 び 生 活 保 護 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ２５
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三 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 六 条 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 基 準 及 び 同 条 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 次 条

か ら 第 十 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 三 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 に お け る 非 常 災 害 対 策 に 係 る 基 準 ）

第 七 条 次 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 震 災 、 風 水 害 、 火 災 そ の 他 の 非 常 災 害 に 関 す る 避 難 等 の 具 体 的 計 画 を 立 て る 際 に は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 所 又 は 施 設 の 立

地 環 境 を 考 慮 す る と と も に 、 当 該 計 画 の 内 容 を 、 適 切 な 方 法 に よ り 定 期 的 に 障 害 児 及 び 関 係 者 に 周 知 し 、 あ わ せ て 従 業 者 、 障 害 児 及 び 関 係 者 の 見 や す い 場

所 に 分 か り や す く 掲 示 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

一 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 （ 法 第 二 十 一 条 の 五 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 保 育 所 等 訪 問 支 援 に 係 る 指 定 通

所 支 援 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 通 所 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 事 業 の み を 行 う 者 を 除 く 。 ）

二 基 準 該 当 通 所 支 援 事 業 者 （ 法 第 二 十 一 条 の 五 の 四 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 支 援 の 事 業 を 行 う 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

三 指 定 障 害 児 入 所 施 設 （ 法 第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 障 害 児 入 所 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

２ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 は 、 非 常 災 害 時 に お け る 施 設 の 運 営 に 必 要 と な る 三 日 分 の 非 常 用 の 食 糧 、 飲 料 水 等 を 備 蓄 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 所 又 は 施 設 の 特 性 に 応 じ 、 相 互 に 連 携 し て 非 常 災 害 時 に お け る 被 災 者 の 支 援 に 努 め な け れ ば な ら

な い 。

く う

（ 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り に 係 る 基 準 ）

第 八 条 次 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 笑 顔 が 踊 る と く し ま 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 歯 と

口 腔 の 健 康 づ く り （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 」 と い う 。 ） に 関 す る 従 業 者 の 知 識 及 び 理 解 を 深 め る と と も に 、 障 害 児 の 歯 と 口 腔 の 健 康

づ く り に 努 め な け れ ば な ら な い 。

一 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 （ 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー に お い て 児 童 発 達 支 援 又 は 医 療 型 児 童 発 達 支 援 に 係 る 指 定 通 所 支 援 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ）

二 指 定 障 害 児 入 所 施 設

（ 地 域 と の 交 流 に 係 る 基 準 ）

第 九 条 第 七 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 事 業 所 又 は 施 設 の 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 内 で 、 地 域 と の 交 流 を 図 る た め に 当 該 事 業 所 又

は 施 設 の 一 部 を 使 用 す る こ と が で き る 。

（ ス ポ ー ツ の 推 進 に 係 る 基 準 ）

再校
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第 十 条 次 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 障 害 児 の 障 害 の 種 類 及 び 程 度 に 応 じ 必 要 な 配 慮 を し つ つ 、 障 害 児 が 自 主 的 か つ 積 極 的 に ス ポ ー ツ に 親 し む こ と が で き

る よ う な 支 援 の 提 供 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

一 指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者 （ 医 療 型 児 童 発 達 支 援 及 び 保 育 所 等 訪 問 支 援 に 係 る 指 定 通 所 支 援 の 事 業 の み を 行 う 者 を 除 く 。 ）

二 基 準 該 当 通 所 支 援 事 業 者

三 指 定 障 害 児 入 所 施 設 で あ る 法 第 四 十 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設

（ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 十 一 条 法 第 四 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 以 下 「 最 低 基 準 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 次 条 か ら 第

二 十 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 四 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 こ の 場 合 に お い て 、 最 低 基 準 を 超 え て 、 設 備 を 有

し 又 は 運 営 を し て い る 児 童 福 祉 施 設 は 、 児 童 の 最 善 の 利 益 を 確 保 す る た め 特 に 必 要 と 認 め る と き に 限 り 、 前 段 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 児 童

福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 六 十 三 号 。 以 下 「 設 備 運 営 基 準 」 と い う 。 ） 第 四 条 第 二 項 中 「 理 由 と し て 」 と あ る の は 「 下

回 ら な い 範 囲 内 で 」 と 、 「 低 下 さ せ て は な ら な い 」 と あ る の は 「 変 更 す る こ と が で き る 」 と す る 。

（ 児 童 福 祉 施 設 に お け る 非 常 災 害 対 策 に 係 る 基 準 ）

第 十 二 条 児 童 福 祉 施 設 は 、 震 災 、 風 水 害 、 火 災 そ の 他 の 非 常 災 害 に 関 す る 避 難 等 の 具 体 的 計 画 を 立 て る 際 に は 、 そ れ ぞ れ の 施 設 の 立 地 環 境 を 考 慮 す る と と

も に 、 当 該 計 画 の 内 容 を 、 適 切 な 方 法 に よ り 定 期 的 に 職 員 、 児 童 及 び 関 係 者 に 周 知 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ 児 童 福 祉 施 設 は 、 そ れ ぞ れ の 施 設 の 特 性 に 応 じ 、 相 互 に 連 携 し て 非 常 災 害 時 に お け る 被 災 者 の 支 援 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 食 育 の 推 進 に 係 る 基 準 ）

第 十 三 条 児 童 に 食 事 を 提 供 す る 児 童 福 祉 施 設 は 、 児 童 の 健 全 な 食 生 活 の 実 現 及 び 健 全 な 心 身 の 成 長 が 図 ら れ る よ う 、 食 育 に 関 す る 計 画 の 立 案 並 び に 指 導 及

び 助 言 を 担 当 す る 職 員 の 配 置 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 健 康 の 保 持 増 進 に 係 る 基 準 ）

第 十 四 条 児 童 福 祉 施 設 （ 児 童 厚 生 施 設 及 び 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー を 除 く 。 ） は 、 児 童 の 心 身 の 健 康 の 保 持 増 進 を 図 る た め 、 健 康 に 関 す る 情 報 の 収 集 、 整 理

及 び 活 用 を 担 当 す る 職 員 の 配 置 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 地 域 と の 交 流 に 係 る 基 準 ）

第 十 五 条 児 童 福 祉 施 設 は 、 施 設 の 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 内 で 、 地 域 と の 交 流 を 図 る た め に 当 該 施 設 の 一 部 を 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 保 育 所 等 の 乳 児 室 及 び ほ ふ く 室 に 係 る 基 準 ）

第 十 六 条 第 十 一 条 前 段 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 設 備 運 営 基 準 第 三 十 二 条 第 一 号 中 「 乳 児 室 又 は ほ ふ く 室 」 と あ る の は 、 「 乳 児 室 （ 満 二 歳 に
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満 た な い 乳 幼 児 で あ っ て 、 ほ ふ く を し な い も の を 保 育 す る 部 屋 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は ほ ふ く 室 （ 満 二 歳 に 満 た な い 乳 幼 児 で あ っ て 、 ほ ふ く を す る も の

を 保 育 す る 部 屋 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 と す る 。

２ 保 育 所 は 、 一 の 部 屋 に お い て 乳 児 室 （ 満 二 歳 に 満 た な い 乳 児 及 び 幼 児 で あ っ て 、 ほ ふ く を し な い も の を 保 育 す る 部 屋 を い う 。 ） 及 び ほ ふ く 室 （ 満 二 歳 に

満 た な い 乳 児 及 び 幼 児 で あ っ て 、 ほ ふ く を す る も の を 保 育 す る 部 屋 を い う 。 ） の 運 営 を 行 う 場 合 に は 、 こ れ ら を 適 切 な 方 法 で 区 画 す る こ と に よ り 、 保 育 す

る 乳 児 及 び 幼 児 の 安 全 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。

３ 母 子 生 活 支 援 施 設 に 、 保 育 所 に 準 ず る 設 備 を 設 け る と き は 、 前 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

（ 保 育 所 の 保 育 環 境 の 向 上 に 係 る 基 準 ）

第 十 七 条 保 育 所 は 、 保 育 を 行 う 乳 児 及 び 幼 児 の 保 護 者 の 労 働 時 間 そ の 他 家 庭 の 状 況 等 を 考 慮 し て 、 保 育 時 間 の 延 長 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ り 、 保 育 環 境 の

向 上 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 保 育 所 に お け る 乳 児 及 び 幼 児 の 環 境 を 大 切 に す る 心 の 育 成 等 に 係 る 基 準 ）

第 十 八 条 保 育 所 は 、 保 育 を 行 う に 当 た っ て は 、 乳 児 及 び 幼 児 が 自 然 と 触 れ 合 う 機 会 を 設 け る と と も に 、 乳 児 及 び 幼 児 の 環 境 を 大 切 に す る 心 の 育 成 に 努 め な

け れ ば な ら な い 。

（ 保 育 所 に お け る 保 護 者 へ の 援 助 に 係 る 基 準 ）

第 十 九 条 保 育 所 は 、 保 育 を 行 う 乳 児 及 び 幼 児 の 保 護 者 に 対 し て 必 要 な 助 言 そ の 他 の 援 助 を 行 う 場 合 に は 、 個 室 そ の 他 の 個 人 情 報 に 配 慮 し た 適 切 な 環 境 で 行

う よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 保 育 所 に お け る 子 育 て 支 援 に 係 る 基 準 ）

第 二 十 条 保 育 所 は 、 そ の 地 域 の 住 民 に 対 し 、 そ の 行 う 保 育 に 関 す る 情 報 を 広 く 提 供 す る こ と に よ り 、 地 域 に お け る 子 育 て 支 援 の 拠 点 と し て の 役 割 を 果 た す

よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 生 活 保 護 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 生 活 保 護 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 を 第 七 条 と し 、 第 二 条 を 第 六 条 と し 、 第 一 条 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

（ 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 二 条 法 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 保 護 施 設 （ 医 療 保 護 施 設 を 除 く 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 同

条 か ら 第 五 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 三 十 九 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

２ 法 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 医 療 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） そ の 他 医
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療 に 関 す る 法 令 に 規 定 す る 病 院 又 は 診 療 所 に 係 る 基 準 及 び 同 法 第 二 十 一 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 病 院 又 は 療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所 の

人 員 及 び 施 設 の 基 準 の 例 に よ る 。

（ 非 常 災 害 対 策 に 係 る 基 準 ）

第 三 条 保 護 施 設 は 、 震 災 、 風 水 害 、 火 災 そ の 他 の 非 常 災 害 に 関 す る 避 難 等 の 具 体 的 計 画 を 立 て る 際 に は 、 そ れ ぞ れ の 施 設 の 立 地 環 境 を 考 慮 す る と と も に 、

当 該 計 画 の 概 要 を 職 員 、 入 所 者 及 び 利 用 者 の 見 や す い 場 所 に 分 か り や す く 掲 示 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ 保 護 施 設 は 、 非 常 災 害 時 の 関 係 機 関 へ の 通 報 及 び 連 携 体 制 を 整 備 し 、 こ れ ら を 定 期 的 に 職 員 に 周 知 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 救 護 施 設 及 び 更 生 施 設 は 、 非 常 災 害 時 に お け る 施 設 の 運 営 に 必 要 と な る 三 日 分 の 非 常 用 の 食 糧 、 飲 料 水 等 を 備 蓄 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

４ 救 護 施 設 及 び 更 生 施 設 は 、 そ れ ぞ れ の 施 設 の 特 性 に 応 じ 、 相 互 に 連 携 し て 非 常 災 害 時 に お け る 被 災 者 の 支 援 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 健 康 の 保 持 増 進 に 係 る 基 準 ）

第 四 条 救 護 施 設 及 び 更 生 施 設 は 、 入 所 者 の 健 康 の 保 持 増 進 を 担 当 す る 職 員 を 配 置 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 地 域 住 民 と の 交 流 の 推 進 に 係 る 基 準 ）

第 五 条 救 護 施 設 及 び 更 生 施 設 は 、 地 域 住 民 と 支 え 合 う 良 好 な 関 係 を 構 築 す る た め 、 地 域 住 民 と の 交 流 を 積 極 的 に 推 進 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 児 童 福 祉 法 及 び 生 活 保 護 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴

い 、 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 に つ い て 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 基 準 該 当 事 業 所 に 係 る 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 二 条 法 第 三 十 条 第 一 項 第 二 号 イ の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 基 準 該 当 事 業 所 に 係 る 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て

は 、 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 等 に 係 る 申 請 者 の 基 準 ）

第 三 条 法 第 三 十 六 条 第 三 項 第 一 号 （ 法 第 三 十 七 条 第 二 項 及 び 第 四 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 条 例 で 定 め る 者 に つ い て は 、 法 第 三 十 六 条

第 四 項 （ 法 第 三 十 七 条 第 二 項 及 び 第 四 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 指 定 等 に 係 る 申 請 者 の 基 準 ）

第 四 条 法 第 三 十 八 条 第 三 項 （ 法 第 三 十 九 条 第 二 項 及 び 第 四 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 六 条 第 三 項 第 一 号 の 条 例

で 定 め る 者 に つ い て は 、 法 第 三 十 八 条 第 三 項 （ 法 第 三 十 九 条 第 二 項 及 び 第 四 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 法 第 三 十 六 条 第

四 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 五 条 法 第 四 十 三 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 基 準 及 び 同 条 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 九 条

第 十 一 号

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て

障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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か ら 第 十 二 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 四 十 三 条 第 三 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 六 条 法 第 四 十 四 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 基 準 及 び 同 条 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 九 条 か ら 第

十 二 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 四 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 、 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 及 び 福 祉 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 七 条 法 第 八 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 九 条 か ら 第 十 二 条 ま で に 定 め る も の の

ほ か 、 法 第 八 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 （ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 に 係 る も の に 限 る 。 ） で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

２ 法 第 八 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 九 条 及 び 第 十 二 条 に 定 め る も の の ほ か 、 法

第 八 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 （ 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー に 係 る も の に 限 る 。 ） で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

３ 法 第 八 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 福 祉 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 九 条 に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 八 十 条 第 二 項 に 規 定 す

る 厚 生 労 働 省 令 （ 福 祉 ホ ー ム に 係 る も の に 限 る 。 ） で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 八 条 法 第 八 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 次 条 か ら 第 十 二 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、

法 第 八 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 非 常 災 害 対 策 に 係 る 基 準 ）

第 九 条 次 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 震 災 、 風 水 害 、 火 災 そ の 他 の 非 常 災 害 に 関 す る 避 難 等 の 具 体 的 計 画 を 立 て る 際 に は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 所 又 は 施 設 の 立 地

環 境 を 考 慮 す る と と も に 、 当 該 計 画 の 概 要 を 従 業 者 及 び 利 用 者 の 見 や す い 場 所 に 分 か り や す く 掲 示 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

一 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 法 第 二 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 居 宅 介 護 、 重 度 訪 問 介 護 、 同 行 援 護 、

行 動 援 護 及 び 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 に 係 る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 事 業 の み を 行 う 者 を 除 く 。 ）

二 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 （ 法 第 三 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

三 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 （ 施 設 を 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） を 行 う 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

四 障 害 者 支 援 施 設

五 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー

六 福 祉 ホ ー ム

２ 次 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 非 常 災 害 時 に お け る 事 業 所 又 は 施 設 の 運 営 に 必 要 と な る 三 日 分 の 非 常 用 の 食 糧 、 飲 料 水 等 を 備 蓄 す る よ う 努 め な け れ ば な ら

初校
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な い 。

一 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 療 養 介 護 に 係 る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ）

二 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等

三 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 療 養 介 護 の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ）

四 障 害 者 支 援 施 設

３ 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 所 又 は 施 設 の 特 性 に 応 じ 、 相 互 に 連 携 し て 非 常 災 害 時 に お け る 被 災 者 の 支 援 に 努 め な け れ ば な ら な

い 。

く う

（ 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り に 係 る 基 準 ）

第 十 条 次 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 笑 顔 が 踊 る と く し ま 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 歯 と 口

腔 の 健 康 づ く り （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 」 と い う 。 ） に 関 す る 従 業 者 の 知 識 及 び 理 解 を 深 め る と と も に 、 利 用 者 の 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く

り に 努 め な け れ ば な ら な い 。

一 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 生 活 介 護 、 短 期 入 所 、 自 立 訓 練 、 就 労 移 行 支 援 又 は 就 労 継 続 支 援 に 係 る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 を 行 う 者 に 限 る 。 ）

二 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等

三 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 （ 療 養 介 護 の 事 業 の み を 行 う 者 を 除 く 。 ）

四 障 害 者 支 援 施 設

（ 地 域 と の 交 流 に 係 る 基 準 ）

第 十 一 条 第 九 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 事 業 所 又 は 施 設 の 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 内 で 、 地 域 と の 交 流 を 図 る た め に 当 該 事 業

所 又 は 施 設 の 一 部 を 使 用 す る こ と が で き る 。

（ ス ポ ー ツ の 推 進 に 係 る 基 準 ）

第 十 二 条 第 十 条 各 号 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 及 び 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 利 用 者 の 障 害 の 種 類 及 び 程 度 に 応 じ 必 要 な 配 慮 を し つ つ 、 利 用 者 が 自 主 的 か つ 積

極 的 に ス ポ ー ツ に 親 し む こ と が で き る よ う な 支 援 の 提 供 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

初校
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提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 障 害 者 自 立 支 援 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 指 定

障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 に つ い て 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
３４
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医 療 法 施 行 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 病 院 等 の 既 存 の 病 床 数 等 を 算 定 す る に 当 た っ て の 補 正 の 基 準 ）

第 二 条 知 事 は 、 法 第 七 条 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ り 既 存 の 病 床 数 及 び 申 請 に 係 る 病 床 数 を 算 定 す る に 当 た っ て は 、 医 療 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 五

十 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 三 十 条 の 三 十 三 及 び 第 四 十 八 条 に 定 め る 基 準 の 例 に よ り 、 必 要 な 補 正 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 法 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ り 既 存 の 病 床 数 を 算 定 す る に 当 た っ て は 、 省 令 第 二 条 の 二 及 び 第 四 十 八 条 に 定 め る 基 準 の 例 に よ り 、 介 護 老 人 保 健

施 設 の 入 所 定 員 数 を 既 存 の 病 床 数 と み な す 。

（ 病 院 等 の 専 属 薬 剤 師 の 設 置 の 基 準 ）

第 三 条 法 第 十 八 条 に 規 定 す る 病 院 又 は 診 療 所 の 開 設 者 は 、 省 令 第 六 条 の 六 に 定 め る 基 準 の 例 に よ り 、 専 属 の 薬 剤 師 を 置 か な け れ ば な ら な い 。

（ 病 院 等 の 人 員 及 び 施 設 の 基 準 ）

第 四 条 法 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 病 院 の 人 員 及 び 施 設 の 基 準 に つ い て は 、 省 令 第 十 九 条 第 二 項 、 第 三 項 及 び 第 五 項 、 第 二 十 一 条 、 第 四 十

三 条 の 二 、 第 五 十 二 条 第 五 項 及 び 第 六 項 並 び に 第 五 十 三 条 並 び に 医 療 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 三 年 厚 生 労 働 省 令 第 八 号 。 以 下 「 改 正 省 令 」

と い う 。 ） 附 則 第 二 十 条 及 び 附 則 第 二 十 二 条 に 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

２ 法 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所 の 人 員 及 び 施 設 の 基 準 に つ い て は 、 省 令 第 二 十 一 条 の 二 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第

二 十 一 条 の 四 、 第 五 十 四 条 及 び 第 五 十 五 条 並 び に 改 正 省 令 附 則 第 二 十 三 条 及 び 附 則 第 二 十 四 条 に 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

第 十 二 号

医 療 法 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て

医 療 法 施 行 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 医 療 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 病 院 等 の 人 員 及

び 施 設 の 基 準 等 に つ い て 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
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地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 の 重 要 な 財 産 を 定 め る 条 例

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 に 係 る 地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 四 十 四 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 重 要 な 財 産 は 、 予 定 価 格 （ 適 正

な 対 価 を 得 て す る 売 払 い 以 外 の 方 法 に よ り 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 し よ う と す る と き に あ っ て は 、 そ の 適 正 な 見 積 価 額 ） の 金 額 が 七 千 万 円 以 上 の 不 動 産 （ 信 託 に

係 る も の を 除 き 、 土 地 に つ い て は 、 そ の 面 積 が 一 件 二 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の に 限 る 。 ） 若 し く は 動 産 又 は 不 動 産 の 信 託 の 受 益 権 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 の 設 立 に 伴 い 、 地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 が 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 し よ う と す る と き に 知 事 の 認 可 を 受 け な け れ ば な

ら な い 重 要 な 財 産 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 十 三 号

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 の 重 要 な 財 産 を 定 め る 条 例 の 制 定 に つ い て

地 方 独 立 行 政 法 人 徳 島 県 鳴 門 病 院 の 重 要 な 財 産 を 定 め る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門
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老 人 福 祉 法 施 行 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 養 護 老 人 ホ ー ム 及 び 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 二 条 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 次 条 か ら 第 五 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第

十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 （ 養 護 老 人 ホ ー ム に 係 る も の に 限 る 。 ） で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ

る 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 昭 和 四 十 一 年 厚 生 省 令 第 十 九 号 ） 第 九 条 第 二 項 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

２ 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 次 条 か ら 第 五 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第

十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 （ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に 係 る も の に 限 る 。 ） で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と

さ れ る 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省 令 第 四 十 六 号 。 以 下 「 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 基 準 」 と い う 。 ） 第 九 条 第 二 項 （ 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム の 基 準 第 四 十 二 条 、 第 五 十 九 条 及 び 第 六 十 三 条 並 び に 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 省

令 （ 平 成 二 十 三 年 厚 生 労 働 省 令 第 百 六 号 ） 附 則 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ た 同 令 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 特 別 養 護 老 人 ホ

ー ム の 基 準 第 五 十 三 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 「 五 年 間 」 と 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 基 準 第 十 一 条 第 四 項 第 一 号 イ 及 び 第 五

十 五 条 第 四 項 第 一 号 イ 中 「 二 人 」 と あ る の は 「 二 人 以 上 四 人 以 下 」 と す る 。

（ 非 常 災 害 対 策 に 係 る 基 準 ）

第 三 条 養 護 老 人 ホ ー ム 及 び 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム （ 以 下 「 養 護 老 人 ホ ー ム 等 」 と い う 。 ） は 、 震 災 、 風 水 害 、 火 災 そ の 他 の 非 常 災 害 に 関 す る 避 難 等 の 具 体 的 計

第 十 四 号

老 人 福 祉 法 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て

老 人 福 祉 法 施 行 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門
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画 を 立 て る 際 に は 、 そ れ ぞ れ の 施 設 の 立 地 環 境 を 考 慮 す る と と も に 、 当 該 計 画 の 概 要 を 職 員 及 び 入 所 者 の 見 や す い 場 所 に 分 か り や す く 掲 示 す る よ う 努 め な け

れ ば な ら な い 。

２ 養 護 老 人 ホ ー ム 等 は 、 非 常 災 害 時 に お け る 施 設 の 運 営 に 必 要 と な る 三 日 分 の 非 常 用 の 食 糧 、 飲 料 水 等 を 備 蓄 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 養 護 老 人 ホ ー ム 等 は 、 そ れ ぞ れ の 施 設 の 特 性 に 応 じ 、 相 互 に 連 携 し て 非 常 災 害 時 に お け る 被 災 者 の 支 援 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

く う

（ 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り に 係 る 基 準 ）

第 四 条 養 護 老 人 ホ ー ム 等 は 、 笑 顔 が 踊 る と く し ま 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 歯 と 口 腔 の 健 康

づ く り （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 」 と い う 。 ） に 関 す る 職 員 の 知 識 及 び 理 解 を 深 め る と と も に 、 入 所 者 の 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り に 努 め な

け れ ば な ら な い 。

（ 地 域 と の 交 流 に 係 る 基 準 ）

第 五 条 養 護 老 人 ホ ー ム 等 は 、 施 設 の 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 内 で 、 地 域 と の 交 流 を 図 る た め に 当 該 施 設 の 一 部 を 使 用 す る こ と が で き る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 第 二 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 二 項 た だ し 書 （ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 基 準 第 十 一 条 第 四 項 第 一 号 イ 及 び 第 五 十 五 条 第 四 項 第 一 号 イ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 規

定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 整 備 し た 記 録 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 老 人 福 祉 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 養 護 老 人 ホ

ー ム 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
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介 護 保 険 法 施 行 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 二 条 法 第 四 十 二 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 に 係 る 基 準 及 び 当 該 従 業 者 の 員 数 並 び に 基 準 該 当 居 宅 サ

ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 十 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 四 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め

る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省

令 第 三 十 七 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 四 十 三 条 に お い て 準 用 す る 省 令 第 三 十 九 条 第 二 項 、 省 令 第 五 十 八 条 に お い て 準 用 す る 省 令 第 五 十 三

条 の 二 第 二 項 、 省 令 第 百 九 条 に お い て 準 用 す る 省 令 第 百 四 条 の 二 第 二 項 、 省 令 第 百 四 十 条 の 三 十 二 に お い て 準 用 す る 省 令 第 百 三 十 九 条 の 二 第 二 項 及 び 省 令 第

二 百 六 条 に お い て 準 用 す る 省 令 第 二 百 四 条 の 二 第 二 項 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

（ 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 ）

第 三 条 法 第 五 十 四 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 に 係 る 基 準 及 び 当 該 従 業 者 の 員 数 、 基 準 該 当 介 護 予

防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 並 び に 基 準 該 当 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 十

一 条 か ら 第 十 三 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 五 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る

こ と と さ れ る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準

（ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 令 第 三 十 五 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 四 十 五 条 に お い て 準 用 す る 省 令 第 三 十 七 条 第 二 項 、 省 令 第 六 十 一 条 に お い

第 十 五 号

介 護 保 険 法 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て

介 護 保 険 法 施 行 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 十 五 号 介 護 保 険 法 施 行 条 例 の 制 定 に つ い て ４１

平成24年9月議案



て 準 用 す る 省 令 第 五 十 四 条 第 二 項 、 省 令 第 百 十 五 条 に お い て 準 用 す る 省 令 第 百 六 条 第 二 項 、 省 令 第 百 八 十 五 条 に お い て 準 用 す る 省 令 第 百 四 十 一 条 第 二 項 及 び

省 令 第 二 百 八 十 条 に お い て 準 用 す る 省 令 第 二 百 七 十 五 条 第 二 項 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

（ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 等 に 係 る 申 請 者 の 基 準 ）

第 四 条 法 第 七 十 条 第 二 項 第 一 号 （ 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 （ 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 条 例 で 定 め

る 者 に つ い て は 、 法 第 七 十 条 第 三 項 （ 法 第 七 十 条 の 二 第 四 項 （ 法 第 百 十 五 条 の 十 一 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す

る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 五 条 法 第 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 に 係 る 基 準 及 び 当 該 従 業 者 の 員 数 並 び に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 条

例 で 定 め る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 十 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 七 十 四 条 第 三 項 に 規 定 す

る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基

準 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 三 十 九 条 第 二 項 、 第 五 十 三 条 の 二 第 二 項 、 第 七 十 三 条 の 二 第 二 項 、 第 八 十 二 条 の 二 第 二 項 、 第 九 十 条 の 二 第 二

項 、 第 百 四 条 の 二 第 二 項 、 第 百 五 条 の 十 八 第 二 項 、 第 百 十 八 条 の 二 第 二 項 及 び 第 百 三 十 九 条 の 二 第 二 項 （ 省 令 第 百 四 十 条 の 十 三 及 び 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例

に よ る こ と と さ れ る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 二 十 三 年 厚 生 労 働 省 令 第 百 六 号 。 以 下 「 平

成 二 十 三 年 改 正 省 令 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ た 平 成 二 十 三 年 改 正 省 令 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 省 令 第

百 四 十 条 の 二 十 五 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 省 令 第 百 五 十 四 条 の 二 第 二 項 （ 省 令 第 百 五 十 五 条 の 十 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 並 び に 省 令 第 百

九 十 一 条 の 三 第 二 項 、 第 百 九 十 二 条 の 十 一 第 二 項 、 第 二 百 四 条 の 二 第 二 項 及 び 第 二 百 十 五 条 第 二 項 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

（ 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 入 所 定 員 ）

第 六 条 法 第 八 十 六 条 第 一 項 （ 法 第 八 十 六 条 の 二 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 条 例 で 定 め る 数 は 、 三 十 人 以 上 と す る 。

（ 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 七 条 法 第 八 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 の 員 数 並 び に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 介

護 老 人 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 十 一 条 か ら 第 十 三 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 八 十 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定

め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省 令

第 三 十 九 号 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 二 項 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 一 項 第 一 号 イ 中 「 二 人 」 と あ る の は 「 二 人 以 上 四 人 以 下 」 と 、 省 令 第 三 十 七 条

第 二 項 （ 省 令 第 四 十 九 条 及 び 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 平 成 二 十 三 年 改 正 省 令 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ

れ た 平 成 二 十 三 年 改 正 省 令 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 省 令 第 六 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 「 五 年 間 」 と す る 。
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（ 介 護 老 人 保 健 施 設 の 施 設 、 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

第 八 条 法 第 九 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 介 護 老 人 保 健 施 設 の 施 設 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 介 護 支 援 専 門 員 及 び 介 護 そ の 他 の 業 務

に 従 事 す る 従 業 者 の 員 数 並 び に 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 介 護 老 人 保 健 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 第 十 一 条 及 び 第 十 三 条 に 定

め る も の の ほ か 、 法 第 九 十 七 条 第 四 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 介 護 老 人 保 健

施 設 の 人 員 、 施 設 及 び 設 備 並 び に 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省 令 第 四 十 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 三 十 八 条 第 二 項 （ 省 令 第 五 十

条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

（ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定 に 係 る 申 請 者 の 基 準 ）

第 九 条 法 第 百 十 五 条 の 二 第 二 項 第 一 号 の 条 例 で 定 め る 者 に つ い て は 、 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。

（ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 ）

第 十 条 法 第 百 十 五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 従 事 す る 従 業 者 に 係 る 基 準 及 び 当 該 従 業 者 の 員 数 並 び に 同 条 第 二 項 の 規 定

に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス の 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 に つ い て は 、 次 条 か ら 第 十 三 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 法 第 百 十 五 条 の 四 第 三 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文

の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的

な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 三 十 七 条 第 二 項 、 第 五 十 四 条 第 二 項 、 第 七 十 三 条 第 二 項 、 第 八 十 三 条 第 二 項 、 第 九 十

二 条 第 二 項 、 第 百 六 条 第 二 項 、 第 百 二 十 二 条 第 二 項 及 び 第 百 四 十 一 条 第 二 項 （ 省 令 第 百 五 十 九 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 省 令 第 百 九 十 四 条 第 二 項 （ 省

令 第 二 百 十 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 並 び に 省 令 第 二 百 四 十 四 条 第 二 項 、 第 二 百 六 十 一 条 第 二 項 、 第 二 百 七 十 五 条 第 二 項 及 び 第 二 百 八 十 八 条 第 二 項

中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

（ 非 常 災 害 対 策 に 係 る 基 準 ）

第 十 一 条 次 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 震 災 、 風 水 害 、 火 災 そ の 他 の 非 常 災 害 に 関 す る 避 難 等 の 具 体 的 計 画 を 立 て る 際 に は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 所 又 は 施 設 の 立

地 環 境 を 考 慮 す る と と も に 、 当 該 計 画 の 概 要 を 従 業 者 及 び 利 用 者 又 は 入 所 者 の 見 や す い 場 所 に 分 か り や す く 掲 示 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

一 指 定 通 所 介 護 事 業 者 及 び 基 準 該 当 通 所 介 護 事 業 者

二 指 定 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者

三 指 定 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者 及 び 基 準 該 当 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者

四 指 定 短 期 入 所 療 養 介 護 事 業 者

五 指 定 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業 者
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六 指 定 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 者 及 び 基 準 該 当 介 護 予 防 通 所 介 護 事 業 者

七 指 定 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 者

八 指 定 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者 及 び 基 準 該 当 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 者

九 指 定 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 事 業 者

十 指 定 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 事 業 者

十 一 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

十 二 介 護 老 人 保 健 施 設

２ 前 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で 及 び 第 八 号 か ら 第 十 二 号 ま で に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 非 常 災 害 時 に お け る 事 業 所 又 は 施 設 の 運 営 に 必 要 と な る 三 日 分 の 非 常

用 の 食 糧 、 飲 料 水 等 を 備 蓄 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 そ れ ぞ れ の 事 業 所 又 は 施 設 の 特 性 に 応 じ 、 相 互 に 連 携 し て 非 常 災 害 時 に お け る 被 災 者 の 支 援 に 努 め な け れ ば な ら な

い 。

く う

（ 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り に 係 る 基 準 ）

第 十 二 条 前 条 第 一 項 第 三 号 、 第 五 号 、 第 八 号 、 第 十 号 及 び 第 十 一 号 に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 笑 顔 が 踊 る と く し ま 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 二

十 四 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 」 と い う 。 ） に 関 す る 従 業 者 の 知 識

及 び 理 解 を 深 め る と と も に 、 利 用 者 又 は 入 所 者 の 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り に 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 地 域 と の 交 流 に 係 る 基 準 ）

第 十 三 条 第 十 一 条 第 一 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で 及 び 第 八 号 か ら 第 十 二 号 ま で に 掲 げ る 事 業 者 又 は 施 設 は 、 事 業 所 又 は 施 設 の 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 内 で 、 地 域

と の 交 流 を 図 る た め に 当 該 事 業 所 又 は 施 設 の 一 部 を 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 公 益 を 代 表 す る 委 員 の 定 数 ）

第 十 四 条 法 第 百 八 十 五 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 徳 島 県 介 護 保 険 審 査 会 （ 以 下 「 保 険 審 査 会 」 と い う 。 ） の 公 益 を 代 表 す る 委 員 の 定 数 は 、 二 十 四 人 以 内 と す

る 。
（ 関 係 人 等 に 対 す る 報 酬 ）

第 十 五 条 法 第 百 九 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 保 険 審 査 会 に 出 頭 し た 関 係 人 又 は 診 断 そ の 他 の 調 査 を し た 医 師 等 に 対 す る 報 酬 に つ い て は 、 用 務 の 内 容 そ の 他 を 考

慮 し て 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則
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（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 第 二 条 た だ し 書 、 第 三 条 た だ し 書 、 第 五 条 た だ し 書 、 第 七 条 た だ し 書 （ 省 令 第 三 条 第 一 項 第 一 号 イ に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 第 八 条 た だ し 書 及 び 第 十 条 た だ し

書 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 整 備 し た 記 録 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 ）

３ 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 附 則 第 百 三 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 経 過 規 定 」 と い う 。 ） に よ り

な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 同 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 法 第 百 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 介 護 療 養 施 設 サ ー ビ ス に 従 事 す る

従 業 者 の 員 数 並 び に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 次 項 に 定 め る も の の ほ か 、 同 条

第 三 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 基 準 の 例 に よ る 。 た だ し 、 本 文 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 経 過 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と

さ れ た 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 厚 生 労 働 省 関 係 省 令 の 整 備 に 関 す る 省 令 （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 十 号 ） 第 一 条 の 規 定 に

よ る 廃 止 前 の 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省 令 第 四 十 一 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 三 十

六 条 第 二 項 （ 省 令 第 五 十 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 中 「 二 年 間 」 と あ る の は 、 「 五 年 間 」 と す る 。

４ 第 十 一 条 及 び 第 十 三 条 の 規 定 は 、 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に つ い て 準 用 す る 。

（ 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に 係 る 経 過 措 置 ）

５ 附 則 第 三 項 た だ し 書 の 規 定 は 、 施 行 日 前 に 整 備 し た 記 録 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 徳 島 県 介 護 保 険 審 査 会 の 公 益 を 代 表 す る 委 員 の 定 数 及 び 関 係 人 等 に 対 す る 報 酬 に 関 す る 条 例 の 廃 止 ）

６ 徳 島 県 介 護 保 険 審 査 会 の 公 益 を 代 表 す る 委 員 の 定 数 及 び 関 係 人 等 に 対 す る 報 酬 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 二 号 ） は 、 廃 止 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 及 び 介 護 サ ー ビ ス の 基 盤 強 化 の た め の 介 護 保 険 法 等 の 一 部 を 改

正 す る 法 律 に よ り 介 護 保 険 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 に つ い て 条 例 で 定 め る 等 の 必

要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 条 例

障 害 者 の 雇 用 を 取 り 巻 く 状 況 は 、 障 害 者 に 対 す る 理 解 と 関 心 の 増 進 に よ り 改 善 が 見 ら れ る 一 方 で 、 ま だ 多 く の 障 害 者 が 働 く 場 を 求 め て お り 、 依 然 と し て 厳 し

い も の と な っ て い る 。

こ の よ う な 状 況 を 改 善 す る た め に は 、 事 業 主 は も と よ り 、 県 民 全 て が 障 害 者 の 雇 用 に つ い て 理 解 を 深 め る こ と に よ り 、 働 く 意 欲 の あ る 障 害 者 が 、 そ の 特 性 に

応 じ て 能 力 を 発 揮 し 、 地 域 社 会 の 一 員 と な る 機 会 が 確 保 さ れ る こ と が 不 可 欠 で あ る 。

こ う し た 認 識 の 下 、 障 害 者 の 働 き た い と い う 思 い の 実 現 に 向 け て 、 県 、 事 業 主 、 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 及 び 県 民 が 、 障 害 者 に 対 す る 理 解 を 深 め 、 相 互 に 連 携 を

図 り な が ら 協 力 す る こ と に よ り 、 障 害 者 の 雇 用 の 気 運 を 醸 成 し 、 一 人 で も 多 く の 障 害 者 の 雇 用 の 場 が 確 保 さ れ る こ と を 目 指 し 、 こ の 条 例 を 制 定 す る 。

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に つ い て 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 県 の 責 務 並 び に 事 業 主 、 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 及 び 県 民 の 役 割 を 明 ら か に す る と

と も に 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ

て 働 く 意 欲 の あ る 障 害 者 が 、 そ の 特 性 に 応 じ て 能 力 を 発 揮 す る こ と の で き る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 ）

第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 障 害 者 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 障 害 者 を い う 。

二 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 及 び そ の 職 業 の 安 定 を い う 。

三 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 事 業 主 の 団 体 、 障 害 者 の 団 体 そ の 他 の 障 害 者 の 雇 用 又 は 就 労 に 関 係 の あ る 団 体 を い う 。

第 十 六 号

徳 島 県 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門
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（ 基 本 理 念 ）

第 三 条 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 は 、 障 害 者 が そ の 特 性 に 応 じ て 能 力 を 発 揮 し 、 経 済 社 会 を 構 成 す る 労 働 者 の 一 員 と し て 社 会 参 加 の 機 会 が 確 保 さ れ る こ と を 旨 と

し て 、 行 わ れ な け れ ば な ら な い 。

（ 県 の 責 務 ）

第 四 条 県 は 、 前 条 に 定 め る 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に つ い て の 基 本 理 念 （ 以 下 「 基 本 理 念 」 と い う 。 ） に の っ と り 、 関 係 行 政 機 関 、 事 業 主 、 障 害 者 雇 用 関 係 団

体 及 び 県 民 と 協 力 し て 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る も の と す る 。

（ 事 業 主 の 役 割 ）

第 五 条 事 業 主 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 障 害 者 一 人 一 人 の 特 性 に つ い て 理 解 を 深 め 、 そ の 特 性 に 配 慮 し た 雇 用 管 理 を 行 う 等 、 障 害 者 の 働 き や す い 職 場 環 境 を

整 備 し 、 障 害 者 の 雇 用 の 機 会 の 創 出 及 び 拡 大 に 努 め る も の と す る 。

（ 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 の 役 割 ）

第 六 条 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 そ の 構 成 員 に 対 し 、 障 害 者 の 雇 用 又 は 就 労 の た め に 必 要 な 情 報 の 提 供 及 び 助 言 に 努 め る も の と す る 。

（ 県 民 の 役 割 ）

第 七 条 県 民 は 、 障 害 者 の 雇 用 及 び 就 労 に 関 す る 理 解 を 深 め る と と も に 、 県 が 実 施 す る 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 の た め の 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。

（ 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 行 動 計 画 ）

第 八 条 知 事 は 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 向 け た 取 組 に つ い て 、 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 す る た め 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 行 動 計 画 （ 以 下 「 行 動 計 画 」

と い う 。 ） を 定 め る も の と す る 。

２ 行 動 計 画 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。

一 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 目 標

二 前 号 の 目 標 を 達 成 す る た め に 必 要 な 施 策 に 関 す る 事 項

３ 知 事 は 、 行 動 計 画 を 定 め る に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 、 県 民 か ら 広 く 意 見 を 聴 く も の と す る 。

４ 知 事 は 、 行 動 計 画 を 定 め た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

５ 前 二 項 の 規 定 は 、 行 動 計 画 の 変 更 （ 軽 微 な も の を 除 く 。 ） に つ い て 準 用 す る 。

（ 就 労 の た め の 教 育 の 充 実 ）

第 九 条 県 は 、 徳 島 県 立 学 校 に お い て 、 在 学 す る 障 害 の あ る 生 徒 が 就 労 に 必 要 な 能 力 を 習 得 す る た め の 教 育 の 充 実 を 図 る も の と す る 。

（ 職 業 訓 練 の 充 実 ）
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第 十 条 県 は 、 障 害 者 が 職 業 に 必 要 な 技 能 及 び 知 識 を 習 得 す る た め の 職 業 訓 練 の 充 実 を 図 る も の と す る 。

（ 就 業 及 び 生 活 上 の 支 援 ）

第 十 一 条 県 は 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 第 二 十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー そ の 他 の 関 係 機 関 と 連 携 し て 、 障 害 者 が 職 業

生 活 に お け る 自 立 を 図 る た め の 就 業 の 支 援 及 び 就 業 に 伴 い 必 要 と な る 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 上 の 支 援 に 努 め る も の と す る 。

（ 障 害 者 支 援 施 設 等 か ら の 物 品 の 買 入 れ 等 ）

第 十 二 条 県 は 、 障 害 者 支 援 施 設 等 （ 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 二 年 政 令 第 十 六 号 ） 第 百 六 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 障 害 者 支 援 施 設 そ の 他 の 施 設

等 で あ っ て 、 障 害 者 を 多 数 雇 用 す る 等 に よ り 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 取 り 組 む も の と し て 知 事 が 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お い て 生 産 活 動 等 に 従 事

す る 障 害 者 の 就 労 を 支 援 す る た め 、 自 ら 率 先 し て 障 害 者 支 援 施 設 等 か ら 物 品 を 買 い 入 れ 、 又 は 役 務 の 提 供 を 受 け る こ と に 努 め る と と も に 、 事 業 者 に 対 し て 同

様 の 措 置 を 講 ず る よ う 協 力 を 求 め る も の と す る 。

（ 職 員 の 採 用 ）

第 十 三 条 県 は 、 自 ら 率 先 し て 障 害 者 を 職 員 に 採 用 す る も の と す る 。

（ 啓 発 活 動 ）

第 十 四 条 県 は 、 障 害 者 の 雇 用 及 び 就 労 に 関 し 、 事 業 主 及 び 県 民 の 理 解 を 深 め る た め 、 関 係 行 政 機 関 及 び 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 と 協 力 し て 啓 発 活 動 を 行 う も の と

す る 。

（ 顕 彰 ）

第 十 五 条 県 は 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 著 し く 貢 献 し た 事 業 者 及 び 団 体 （ 以 下 「 事 業 者 等 」 と い う 。 ） の 顕 彰 に 努 め る も の と す る 。

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 顕 彰 さ れ た 事 業 者 等 に 対 し 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 の 規 定 に よ り 顕 彰 さ れ た 事 業 者 等 で あ る こ と を 示 す 標 章 の 使

用 を 認 め る こ と が で き る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 定 め ら れ て い る 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 県 の 計 画 で あ っ て 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 向 け た 取 組 に つ い て 総 合 的 か つ 計 画 的

に 推 進 す る た め の も の は 、 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 行 動 計 画 と み な す 。
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提 案 理 由

障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に つ い て 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 県 の 責 務 並 び に 事 業 主 、 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 及 び 県 民 の 役 割 を 明 ら か に す る と と も に 、 障 害 者 の 雇

用 の 促 進 等 に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 働 く 意 欲 の あ る 障 害

者 が 、 そ の 特 性 に 応 じ て 能 力 を 発 揮 す る こ と の で き る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 高 等 学 校 修 学 等 支 援 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 高 等 学 校 修 学 等 支 援 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 七 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 中 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 基 金 は 、 当 分 の 間 、 第 六 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 県 が 行 う 高 等 学 校 及 び 専 修 学 校 の 高 等 課 程 の 生 徒 の 授 業 料 の 軽 減 に 係 る 措 置 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る

場 合 に 処 分 す る こ と が で き る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

公 立 高 等 学 校 に 係 る 授 業 料 の 不 徴 収 及 び 高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と 等 に 鑑 み 、 徳 島 県 高 等 学 校 修 学 等 支 援 基 金

に つ い て 、 当 分 の 間 、 県 が 行 う 高 等 学 校 等 の 生 徒 の 授 業 料 の 軽 減 に 係 る 措 置 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 処 分 す る こ と が で き る こ と と す る 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 十 七 号

徳 島 県 高 等 学 校 修 学 等 支 援 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 高 等 学 校 修 学 等 支 援 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 十 七 号 徳 島 県 高 等 学 校 修 学 等 支 援 基 金 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ５１
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初校

�
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徳 島 県 公 営 企 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 公 営 企 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 一 の 表 日 野 谷 発 電 所 の 項 中 「 一 八 、 九 ○ ○ キ ロ ワ ッ ト 」 を 「 一 四 、 四 ○ ○ キ ロ ワ ッ ト 」 に 改 め 、 同 一 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

マ リ ン ピ ア 沖 洲 太 陽 光 発 電 所 徳 島 市 東 沖 洲 一 丁 目 二 、 ○ ○ ○ キ ロ ワ ッ ト

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

日 野 谷 発 電 所 に 係 る 水 利 使 用 許 可 の 更 新 に お け る 常 時 使 用 水 量 の 変 更 及 び マ リ ン ピ ア 沖 洲 太 陽 光 発 電 所 の 新 設 に 伴 い 、 電 気 事 業 の 規 模 を 改 め る 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 十 八 号

徳 島 県 公 営 企 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 公 営 企 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 九 月 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 十 八 号 徳 島 県 公 営 企 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ５３
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初校

�
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第１９号

平成２４年度県営土地改良事業費に対する受益市町村負担金について

平成２４年度県営土地改良事業費の一部を次のとおり受益市町村に負担させるものとする。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負担市町村 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 営 土 地 改 良 事 業 徳 島 市 県営かんがい排水事業

広域営農団地農道整備事業

湛水防除事業

８，０００，０００

２５，０００，０００

２５０，０００，０００

２，０００，０００

２，５００，０００

３７，５００，０００

２．５／１０以内

１／１０以内

１．５／１０以内

事業費を増額又は減額

した場合は，事業費に対

する負担金の割合に応

じ，知事は負担金を増額

又は減額することができ

る。

小 計 ２８３，０００，０００ ４２，０００，０００ ―

鳴 門 市 基幹農道整備事業

経営体育成基盤整備事業

地盤沈下対策事業

国営付帯県営農地防災事業

３０，０００，０００

１３０，０００，０００

３，０００，０００

３５，８００，０００

２，５８０，０００

２９，２５０，０００

１８０，０００

２，６８５，０００

０．８６／１０以内

２．２５／１０以内

０．６／１０以内

１．５／１０以内

小 計 １９８，８００，０００ ３４，６９５，０００ ―

小 松 島 市 経営体育成基盤整備事業

地盤沈下対策事業

４０，０００，０００

１，０００，０００

１，０００，０００

６０，０００

２．２５／１０以内

０．６／１０以内

小 計 ４１，０００，０００ １，０６０，０００ ―

円 円

初校
第１９号 平成２４年度県営土地改良事業費に対する受益市町村負担金について ５５
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阿 南 市 広域営農団地農道整備事業
中山間地域農村活性化総合
整備事業
経営体育成基盤整備事業

５，０００，０００

１１７，４５０，０００

８０，０００，０００

５００，０００

１１，６８１，０００

４，０００，０００

１／１０以内

１．５／１０以内

２．２５／１０以内

小 計 ２０２，４５０，０００ １６，１８１，０００ ―

吉 野 川 市 基幹農道整備事業

広域営農団地農道整備事業

県営老朽ため池等整備事業

５０，０００，０００

１，０００，０００

３０，０００，０００

４，３００，０００

１００，０００

７，５００，０００

０．８６／１０以内

１／１０以内

２．５／１０以内

小 計 ８１，０００，０００ １１，９００，０００ ―

阿 波 市 県営農道整備事業

経営体育成基盤整備事業

３，０００，０００

１８０，０００，０００

７５０，０００

１４，４００，０００

２．５／１０以内

２．２５／１０以内

小 計 １８３，０００，０００ １５，１５０，０００ ―

美 馬 市 県営かんがい排水事業

広域営農団地農道整備事業
中山間地域農村活性化総合
整備事業
県営老朽ため池等整備事業

１１，０００，０００

９，０００，０００

１０７，６００，０００

３７，０００，０００

２，７５０，０００

９００，０００

１０，８２５，０００

９，２５０，０００

２．５／１０以内

１／１０以内

１．５／１０以内

２．５／１０以内

小 計 １６４，６００，０００ ２３，７２５，０００ ―

三 好 市 基幹農道整備事業

広域営農団地農道整備事業
中山間地域農村活性化総合
整備事業
県営老朽ため池等整備事業

２０，０００，０００

１００，０００，０００

６３，４５０，０００

１０，０００，０００

１，７２０，０００

１０，０００，０００

８，５６７，０００

２，５００，０００

０．８６／１０以内

１／１０以内

１．５／１０以内

２．５／１０以内

小 計 １９３，４５０，０００ ２２，７８７，０００ ―

再校
５６

平成24年9月議案



勝 浦 町 基幹農道整備事業

広域営農団地農道整備事業

県営老朽ため池等整備事業

３５，０００，０００

１４４，０００，０００

３７，０００，０００

３，０１０，０００

１４，４００，０００

２，９６０，０００

０．８６／１０以内

１／１０以内

２．５／１０以内

小 計 ２１６，０００，０００ ２０，３７０，０００ ―

上 勝 町 広域営農団地農道整備事業 １３４，０００，０００ １３，４００，０００ １／１０以内

佐那河内村 広域営農団地農道整備事業 ３，０００，０００ ３００，０００ １／１０以内

牟 岐 町 中山間地域農村活性化総合
整備事業 ４５，８２５，０００ ４，７４８，０００ １．５／１０以内

海 陽 町 基幹農道整備事業

県営老朽ため池等整備事業

１４０，０００，０００

５０，０００，０００

１２，０４０，０００

３，０００，０００

０．８６／１０以内

２．５／１０以内

小 計 １９０，０００，０００ １５，０４０，０００ ―

松 茂 町 地盤沈下対策事業 １，０００，０００ ６０，０００ ０．６／１０以内

藍 住 町 地盤沈下対策事業 １３４，０００，０００ ８，０４０，０００ ０．６／１０以内

板 野 町 国営付帯県営農地防災事業 １０６，１８０，０００ ７，９６３，５００ １．５／１０以内

上 板 町 県営かんがい排水事業

県営農道整備事業

国営付帯県営農地防災事業

２０，０００，０００

５，０００，０００

１１３，８２０，０００

５，０００，０００

１，２５０，０００

８，５３６，５００

２．５／１０以内

２．５／１０以内

１．５／１０以内

小 計 １３８，８２０，０００ １４，７８６，５００ ―

つ る ぎ 町 広域営農団地農道整備事業 ８０，０００，０００ ８，０００，０００ １／１０以内

東みよし町 広域営農団地農道整備事業 １１５，０００，０００ １１，５００，０００ １／１０以内

初校
５７

平成24年9月議案



提案理由

平成２４年度県営土地改良事業費に対する受益市町村負担金について，地方財政法第２７条第２項及び土地改良法第９１条第６項の規定により議決を経る必要があ

る。これが，この案件を提出する理由である。

県営農道整備事業
中山間地域農村活性化総合
整備事業

４０，０００，０００

３９，０００，０００

１０，０００，０００

５，６８５，０００

２．５／１０以内

１．５／１０以内

小 計 １９４，０００，０００ ２７，１８５，０００ ―

初校
５８
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提案理由

平成２４年度農地保全に係る地すべり防止事業費に対する受益市町負担金について，地すべり等防止法第３１条第２項の規定により議決を経る必要がある。これ

が，この案件を提出する理由である。

第２０号

平成２４年度農地保全に係る地すべり防止事業費に対する受益市町負担金について

平成２４年度農地保全に係る地すべり防止事業費の一部を次のとおり受益市町に負担させるものとする。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

農地保全地すべり防止事

業

三 好 市 地すべり対策事業 １０，０００，０００ １，６６６，６６６ １／６ 事業費を増額又は減額
した場合は，事業費に対
する負担金の割合に応
じ，知事は負担金を増額
又は減額することができ
る。

神 山 町 地すべり対策事業 ８，０００，０００ １，３３３，３３３ １／６

円 円

再校
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第２１号

平成２４年度広域漁港整備事業費等に対する受益市町負担金について

平成２４年度広域漁港整備事業費等の一部を次のとおり受益市町に負担させるものとする。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

広域漁港整備事業等 鳴 門 市 地域水産物供給基盤整備事
業
広域漁港整備事業
水産物供給基盤機能保全事
業

１５４，０００，０００

３５，０００，０００

１０，０００，０００

２１，５６０，０００

４，９００，０００

１，４００，０００

１４

１４

１４

事業費を増額又は減額

した場合は，事業費に対

する負担金の割合に応

じ，知事は負担金を増額

又は減額することができ

る。

小 計 １９９，０００，０００ ２７，８６０，０００ ―

牟 岐 町 広域漁港整備事業 １５０，０００，０００ １６，０００，０００ １０・１２

美 波 町 水産物供給基盤機能保全事
業
県単独漁港漁場整備事業

５０，０００，０００

３，１５０，０００

７，０００，０００

６３０，０００

１４

２０

小 計 ５３，１５０，０００ ７，６３０，０００ ―

海 陽 町 広域漁港整備事業 ６０，０００，０００ ８，４００，０００ １４

円 円 ％

初校
第２１号 平成２４年度広域漁港整備事業費等に対する受益市町負担金について ６１
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提案理由

平成２４年度広域漁港整備事業費等に対する受益市町負担金について，地方財政法第２７条第２項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出

する理由である。

初校
６２

平成24年9月議案



提案理由

平成２４年度県営林道開設事業費に対する受益市町負担金について，地方財政法第２７条第２項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出す

る理由である。

第２２号

平成２４年度県営林道開設事業費に対する受益市町負担金について

平成２４年度県営林道開設事業費の一部を次のとおり受益市町に負担させるものとする。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 営 林 道 開 設 事 業 美 馬 市 森林基幹道 １５５，０００，０００ １６，５８５，０００ １０．７ 事業費を増額又は減額

した場合は，事業費に対

する負担金の割合に応

じ，知事は負担金を増額

又は減額することができ

る。

三 好 市 森林基幹道 ９０，０００，０００ ９，６３０，０００ １０．７

那 賀 町 森林基幹道 １５５，０００，０００ １６，５８５，０００ １０．７

海 陽 町 森林基幹道 ９１，０００，０００ ９，７３７，０００ １０．７

つ る ぎ 町 森林基幹道 ２５，０００，０００ ２，６７５，０００ １０．７

円 円 ％

初校
第２２号 平成２４年度県営林道開設事業費に対する受益市町負担金について ６３

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



第２３号

平成２４年度県営都市計画事業費等に対する受益市町負担金について

平成２４年度県営都市計画事業費等の一部を次のとおり受益市町に負担させるものとする。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県営都市計画事業等 徳 島 市 公共街路事業

鉄道高架事業

緊急地方道路整備事業

県単独街路事業
旧吉野川流域下水道建設事
業

１，０００，０００，０００

３０，０００，０００

４２２，０００，０００

１６，１５０，０００

１，５７４，０００

１００，０００，０００

７，５００，０００

４２，２００，０００

１，６１５，０００

３９３，５００

１／１０

２．５／１０

１／１０

１／１０

２．５／１０

事業費を増額又は減額

した場合は，事業費に対

する負担金の割合に応

じ，知事は負担金を増額

又は減額することができ

る。
小 計 １，４６９，７２４，０００ １５１，７０８，５００ ―

鳴 門 市 旧吉野川流域下水道建設事
業 ３，５２１，０００ ８８０，２５０ ２．５／１０

小 松 島 市 緊急地方道路整備事業 １００，０００，０００ １０，０００，０００ １／１０

石 井 町 緊急地方道路整備事業

県単独街路事業

１００，０００，０００

３，４００，０００

１０，０００，０００

３４０，０００

１／１０

１／１０

小 計 １０３，４００，０００ １０，３４０，０００ ―

円 円

三校
第２３号 平成２４年度県営都市計画事業費等に対する受益市町負担金について ６５

平成24年9月議案



提案理由

平成２４年度県営都市計画事業費等に対する受益市町負担金について，地方財政法第２７条第２項及び下水道法第３１条の２第２項の規定により議決を経る必要が

ある。これが，この案件を提出する理由である。

松 茂 町 旧吉野川流域下水道建設事
業 ７７７，０００ １９４，２５０ ２．５／１０

北 島 町 旧吉野川流域下水道建設事
業 １，３４０，０００ ３３５，０００ ２．５／１０

藍 住 町 旧吉野川流域下水道建設事
業 ２，１２８，０００ ５３２，０００ ２．５／１０

板 野 町 旧吉野川流域下水道建設事
業 ６６０，０００ １６５，０００ ２．５／１０

初校
６６

平成24年9月議案



第２４号

平成２４年度県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金について

平成２４年度県単独砂防事業費等の一部を次のとおり受益市町に負担させるものとする。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 単 独 砂 防 事 業 等 吉 野 川 市 県単独砂防事業 ２，５５０，０００ ６３７，５００ ２５／１００ 事業費を増額又は減額

した場合は，事業費に対

する負担金の割合に応

じ，知事は負担金を増額

又は減額することができ

る。

三 好 市 急傾斜地崩壊対策事業 １５５，０００，０００ １１，５００，０００ ５／１００・１／１０

勝 浦 町 急傾斜地崩壊対策事業 ５５，０００，０００ ５，５００，０００ １／１０

神 山 町 県単独砂防事業 ２，５００，０００ ６２５，０００ ２５／１００

那 賀 町 県単独砂防事業 ２，５５０，０００ ６３７，５００ ２５／１００

牟 岐 町 急傾斜地崩壊対策事業

県単独砂防事業

２０，０００，０００

５，９５０，０００

１，５００，０００

２９７，５００

５／１００・１／１０

５／１００

小 計 ２５，９５０，０００ １，７９７，５００ ―

美 波 町 急傾斜地崩壊対策事業

県単独砂防事業

６０，０００，０００

４５，０５０，０００

３，０００，０００

２，２５２，５００

５／１００

５／１００

円 円

初校
第２４号 平成２４年度県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金について ６７

平成24年9月議案



提案理由

平成２４年度県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金について，地方財政法第２７条第２項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出す

る理由である。

小 計 １０５，０５０，０００ ５，２５２，５００ ―

海 陽 町 急傾斜地崩壊対策事業

県単独砂防事業

７５，０００，０００

４２，５００，０００

５，０００，０００

２，１２５，０００

５／１００・１／１０

５／１００

小 計 １１７，５００，０００ ７，１２５，０００ ―

つ る ぎ 町 急傾斜地崩壊対策事業

県単独砂防事業

１２０，０００，０００

２，５５０，０００

６，０００，０００

６３７，５００

５／１００

２５／１００

小 計 １２２，５５０，０００ ６，６３７，５００ ―

東みよし町 急傾斜地崩壊対策事業

県単独砂防事業

３０，０００，０００

２，５５０，０００

１，５００，０００

６３７，５００

５／１００

２５／１００

小 計 ３２，５５０，０００ ２，１３７，５００ ―

再校
６８

平成24年9月議案



第２５号

平成２４年度県単独道路事業費に対する受益市町村負担金について

平成２４年度県単独道路事業費の一部を次のとおり受益市町村に負担させるものとする。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負担市町村 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 単 独 道 路 事 業 徳 島 市 道路局部改良事業

交通安全対策事業

１７，８５０，０００

１，５３０，０００

２，６７７，５００

１５３，０００

１５

１０

事業費を増額又は減額

した場合は，事業費に対

する負担金の割合に応

じ，知事は負担金を増額

又は減額することができ

る。

小 計 １９，３８０，０００ ２，８３０，５００ ―

鳴 門 市 道路局部改良事業 １０，２００，０００ １，５３０，０００ １５

小 松 島 市 道路局部改良事業 ４，２５０，０００ ６３７，５００ １５

阿 南 市 道路局部改良事業 １１，９００，０００ １，７８５，０００ １５

吉 野 川 市 道路局部改良事業 ８，５００，０００ １，２７５，０００ １５

阿 波 市 道路局部改良事業 １４，４５０，０００ ２，１６７，５００ １５

美 馬 市 道路局部改良事業

交通安全対策事業

２２，１００，０００

８５０，０００

３，３１５，０００

８５，０００

１５

１０

円 円 ％

初校
第２５号 平成２４年度県単独道路事業費に対する受益市町村負担金について ６９

平成24年9月議案



小 計 ２２，９５０，０００ ３，４００，０００ ―

三 好 市 道路局部改良事業

交通安全対策事業

３１，４５０，０００

８５０，０００

４，７１７，５００

８５，０００

１５

１０

小 計 ３２，３００，０００ ４，８０２，５００ ―

上 勝 町 道路局部改良事業 ７，６５０，０００ １，１４７，５００ １５

佐那河内村 道路局部改良事業 ５，１００，０００ ７６５，０００ １５

石 井 町 道路局部改良事業

交通安全対策事業

１，７００，０００

２５５，０００

２５５，０００

２５，５００

１５

１０

小 計 １，９５５，０００ ２８０，５００ ―

神 山 町 道路局部改良事業 １１，９００，０００ １，７８５，０００ １５

那 賀 町 道路局部改良事業 １７，０００，０００ ２，５５０，０００ １５

美 波 町 道路局部改良事業 ８，５００，０００ １，２７５，０００ １５

藍 住 町 道路局部改良事業 ９，３５０，０００ １，４０２，５００ １５

板 野 町 道路局部改良事業

交通安全対策事業

６，８００，０００

５１０，０００

１，０２０，０００

５１，０００

１５

１０

小 計 ７，３１０，０００ １，０７１，０００ ―

上 板 町 道路局部改良事業

交通安全対策事業

１，７００，０００

２５５，０００

２５５，０００

２５，５００

１５

１０

小 計 １，９５５，０００ ２８０，５００ ―

初校
７０

平成24年9月議案



提案理由

平成２４年度県単独道路事業費に対する受益市町村負担金について，道路法第５２条第２項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理

由である。

つ る ぎ 町 道路局部改良事業 ４，２５０，０００ ６３７，５００ １５

東みよし町 道路局部改良事業 １５，３００，０００ ２，２９５，０００ １５

初校
７１

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



提案理由

平成２４年度港湾建設事業費に対する受益市負担金について，地方財政法第２７条第２項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由

である。

第２６号

平成２４年度港湾建設事業費に対する受益市負担金について

平成２４年度港湾建設事業費の一部を次のとおり受益市に負担させるものとする。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

港 湾 建 設 事 業 徳 島 市 港湾改修事業

港湾環境整備事業

１３５，０００，０００

３６，０００，０００

２０，２５０，０００

５，４００，０００

１５

１５

事業費を増額又は減額
した場合は，事業費に対
する負担金の割合に応
じ，知事は負担金を増額
又は減額することができ
る。小 計 １７１，０００，０００ ２５，６５０，０００ ―

阿 南 市 港湾改修事業 ８０，０００，０００ １２，０００，０００ １５

円 円 ％

再校
第２６号 平成２４年度港湾建設事業費に対する受益市負担金について ７３

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



請負契約書中「５ 契約金額 ５０４，０００，０００円」を「５ 契約金額 ４９９，０１８，８００円」に改める。

提案理由

工事の請負契約の契約金額の変更に伴い，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を経る必要がある。これ

が，この案件を提出する理由である。

第２７号

基幹農道工事伊勢田トンネルの請負契約の変更請負契約について

平成２３年７月８日議決を経た基幹農道工事伊勢田トンネルの請負契約の変更請負契約を次のとおり締結する。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
第２７号 基幹農道工事伊勢田トンネルの請負契約の変更請負契約について ７５

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



１ 工 事 名 街路工事

２ 路 線 名 徳島東環状線

３ 工 事 箇 所 徳島市城東町２丁目 末広住吉高架橋上部工

４ 工 期 徳島県議会の議決のあった日の翌日から平成２６年３月１０日まで

５ 契 約 金 額 １，０２０，６００，０００円

６ 契 約 の 方 法 一般競争入札

７ 契 約 の 相 手 方 ＩＨＩインフラ建設・大日街路工事末広住吉高架橋上部工建設工事共同企業体

代表構成員 東京都江東区東陽７丁目１番１号

株式会社 ＩＨＩインフラ建設

代 表 取 締 役 小 島 治 久

代理人

徳島県徳島市八百屋町１丁目１４番地

株式会社ＩＨＩインフラ建設徳島営業所

所 長 岡 本 圭 吾

構 成 員 徳島市北田宮四丁目６番７６号

株式会社 大日

代 表 取 締 役 山 口 裕 史

第２８号

徳島東環状線街路工事末広住吉高架橋上部工の請負契約について

次のとおり工事の請負契約を締結する。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第２８号 徳島東環状線街路工事末広住吉高架橋上部工の請負契約について ７７

平成24年9月議案



提案理由

工事の請負契約について，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を

提出する理由である。

再校
７８

平成24年9月議案



１ 工 事 名 緊急地方道路整備工事

２ 路 線 名 川内大代線

３ 工 事 箇 所 徳島市川内町加賀須野～板野郡松茂町広島 加賀須野橋上部工

４ 工 期 徳島県議会の議決のあった日の翌日から平成２６年１１月３０日まで

５ 契 約 金 額 １，５８８，６５０，０００円

６ 契 約 の 方 法 一般競争入札

７ 契 約 の 相 手 方 横河ブリッジ・神例造船緊急地方道路整備工事加賀須野橋上部工建設工事共同企業体

代表構成員 千葉県船橋市山野町２７番地

株式会社 横河ブリッジ

取 締 役 社 長 藤 井 久 司

代理人

大阪市西区靱本町一丁目４番１２号

株式会社横河ブリッジ営業第二部

営業第二部長 藤 井 優 次

構 成 員 徳島県鳴門市里浦町里浦字恵美寿６７６番地

神例造船株式会社

代 表 取 締 役 神 例 哲 也

第２９号

川内大代線緊急地方道路整備工事加賀須野橋上部工の請負契約について

次のとおり工事の請負契約を締結する。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第２９号 川内大代線緊急地方道路整備工事加賀須野橋上部工の請負契約について ７９

平成24年9月議案



提案理由

工事の請負契約について，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を

提出する理由である。

再校
８０

平成24年9月議案



１ 土 地

�１ 所 在 地 鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番ほか１０筆

�２ 出 資 予 定 面 積 ２８，０６９．３８平方メートル

２ 建 物 等

�１ 所 在 地 鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番地ほか９筆

�２ 出 資 予 定 面 積 ４０，２１３．１５平方メートル

�３ 出 資 予 定 物 品 地方独立行政法人徳島県鳴門病院の設立に係る物品一式

３ 財 産 の 価 額 １，３６９，２５０，０００円

４ 出 資 の 相 手 方 鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番地

地方独立行政法人 徳島県鳴門病院

提案理由

財産の出資について，地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第３０号

財 産 の 出 資 に つ い て

地方独立行政法人徳島県鳴門病院の設立の用に供するため，次の土地等を出資する。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第３０号 財産の出資について ８１

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



提案理由

平成２３年度徳島県病院事業会計決算について，地方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の認定に付する必要がある。これが，この案件を提出する理由

である。

第３１号

平成２３年度徳島県病院事業会計決算の認定について

平成２３年度徳島県病院事業会計の決算を監査委員の意見を付けて，別冊のとおり議会の認定に付する。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
第３１号 平成２３年度徳島県病院事業会計決算の認定について ８３

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



提案理由

平成２３年度徳島県電気事業会計剰余金の処分について，地方公営企業法第３２条第２項の規定により議決を経る必要があり，あわせて平成２３年度徳島県電気事

業会計決算について，同法第３０条第４項の規定により議会の認定に付する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第３２号

平成２３年度徳島県電気事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

別冊のとおり，平成２３年度徳島県電気事業会計の剰余金を処分し，平成２３年度徳島県電気事業会計の決算を監査

委員の意見を付けて，議会の認定に付する。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

三校
第３２号 平成２３年度徳島県電気事業会計剰余金の処分及び決算の認定について ８５

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



提案理由

平成２３年度徳島県工業用水道事業会計剰余金の処分について，地方公営企業法第３２条第２項の規定により議決を経る必要があり，あわせて平成２３年度徳島県

工業用水道事業会計決算について，同法第３０条第４項の規定により議会の認定に付する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第３３号

平成２３年度徳島県工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

別冊のとおり，平成２３年度徳島県工業用水道事業会計の剰余金を処分し，平成２３年度徳島県工業用水道事業会計

の決算を監査委員の意見を付けて，議会の認定に付する。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第３３号 平成２３年度徳島県工業用水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について ８７

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



提案理由

平成２３年度徳島県土地造成事業会計剰余金の処分について，地方公営企業法第３２条第２項の規定により議決を経る必要があり，あわせて平成２３年度徳島県土

地造成事業会計決算について，同法第３０条第４項の規定により議会の認定に付する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第３４号

平成２３年度徳島県土地造成事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

別冊のとおり，平成２３年度徳島県土地造成事業会計の剰余金を処分し，平成２３年度徳島県土地造成事業会計の決

算を監査委員の意見を付けて，議会の認定に付する。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第３４号 平成２３年度徳島県土地造成事業会計剰余金の処分及び決算の認定について ８９

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



提案理由

平成２３年度徳島県駐車場事業会計剰余金の処分について，地方公営企業法第３２条第２項の規定により議決を経る必要があり，あわせて平成２３年度徳島県駐車

場事業会計決算について，同法第３０条第４項の規定により議会の認定に付する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第３５号

平成２３年度徳島県駐車場事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

別冊のとおり，平成２３年度徳島県駐車場事業会計の剰余金を処分し，平成２３年度徳島県駐車場事業会計の決算を

監査委員の意見を付けて，議会の認定に付する。

平 成２４年 ９ 月１８日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第３５号 平成２３年度徳島県駐車場事業会計剰余金の処分及び決算の認定について ９１

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

交通事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第１号

損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

平 成２４年 ９ 月１８日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

徳島市所在 １法人 １５，５２０ 平成２４年３月３０日 小松島市地内 平成２４年８月３０日

美馬市所在 １法人 １７１，９４０ 平成２４年７月５日 美馬市地内 平成２４年８月３０日

徳島市在住 １名
小松島市所在 １法人 ９０３，２５８ 平成２４年４月１３日 小松島市地内 平成２４年８月３１日

名西郡石井町在住 １名 １２５，２８６ 平成２４年４月２６日 徳島市地内 平成２４年８月３１日

板野郡藍住町在住 １名 ８０，６４０ 平成２４年６月４日 板野郡藍住町地内 平成２４年８月３１日

板野郡北島町在住 １名 ３９６，７０３ 平成２４年６月１９日 徳島市地内 平成２４年８月３１日

徳島市在住 １名 １５５，２９５ 平成２４年６月２９日 徳島市地内 平成２４年８月３１日

円

再校
報告第１号 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について ９３

平成24年9月議案



再校

�

平成24年9月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

道路事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第２号

損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

平 成２４年 ９ 月１８日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

徳島市所在 １法人 １，９５４，０００ 平成２４年３月２日 那賀郡那賀町地内
（県道木沢上那賀線） 平成２４年７月３０日

大阪府門真市所在 １法人 ７５，０００ 平成２４年３月２３日 那賀郡那賀町地内
（国道１９５号） 平成２４年７月３０日

三好市在住 １名 １８６，０００ 平成２４年４月１日 三好市地内
（県道山城東祖谷山線） 平成２４年７月３０日

徳島市在住 １名 ４００，０００ 平成２４年５月２日 板野郡藍住町地内
（県道松茂吉野線） 平成２４年７月３０日

兵庫県姫路市在住 １名 １３０，０００ 平成２４年５月３日 那賀郡那賀町地内
（国道１９３号） 平成２４年７月３０日

徳島市在住 １名 １９４，０００ 平成２４年５月７日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 平成２４年７月３０日

小松島市在住 １名 ７７，０００ 平成２４年５月１２日 小松島市地内
（県道徳島小松島線） 平成２４年７月３０日

円

初校
報告第２号 損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について ９５

平成24年9月議案



那賀郡那賀町在住 １名 １２２，０００ 平成２４年５月１６日 那賀郡那賀町地内
（国道１９５号） 平成２４年７月３０日

那賀郡那賀町在住 １名 ５０，０００ 平成２４年６月１日 那賀郡那賀町地内
（国道１９５号） 平成２４年７月３０日

鳴門市在住 １名 ２８７，０００ 平成２４年５月２日 板野郡藍住町地内
（県道松茂吉野線） 平成２４年８月３０日

板野郡北島町在住 １名 ６７３，０００ 平成２４年５月２日 板野郡藍住町地内
（県道松茂吉野線） 平成２４年８月３０日

再校
９６

平成24年9月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

誤認による取締行為に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第３号

損害賠償（誤認による取締行為）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

平 成２４年 ９ 月１８日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 取 締 年 月 日 取 締 場 所 専決処分年月日

板野郡板野町在住 １名 ２１，３３４ 平成２１年４月３日 徳島市地内 平成２４年８月３１日

名西郡石井町在住 １名 ２０，１００ 平成２１年４月３日 徳島市地内 平成２４年８月３１日

徳島市在住 １名 ２０，１００ 平成２１年４月６日 徳島市地内 平成２４年８月３１日

円

再校
報告第３号 損害賠償（誤認による取締行為）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について ９７

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



初校

�

平成24年9月議案



初校
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